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下 水 道 法 

 

(この法律の目的) 

第１条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下

水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市

の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを

目的とする。 

  

(供用開始の公示等) 

第９条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用

を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、

これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において１般の縦覧

に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は

当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用

する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始

すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国

土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。 

 

(排水設備の設置等) 

第１０条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地

の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道

に流入させるために必要な排水管、排水渠
きよ

その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置

しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他

政令で定める場合においては、この限りでない。 

一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者 

二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者 

三 道路(道路法(昭和２７年法律第１８０号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を

除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者 

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき

者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第３号の土地にあつては、

当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。 

3 第１項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)その他
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の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術

上の基準によらなければならない。 

 

(排水に関する受忍義務等) 

第１１条 前条第１項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排

水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地

に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合におい

ては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなけれ

ばならない。 

2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、

改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。 

3 第１項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第２項の規定

により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修

繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。

この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。 

4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合におい

ては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 

 

(使用の開始等の届出) 

第１１条の２ 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとす

る者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開

始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を

変更しようとするときも、同様とする。 

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和４十５年法律第

１３８号)第２条第２項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成１１年法

律第１０５号)第１２条第１項第６号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」とい

う。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところによ

り、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

 

 (水洗便所への改造義務等) 

第１１条の３ 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処

理区域についての第９条第２項において準用する同条第１項の規定により公示された下水の処

理を開始すべき日から３年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたもの
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に限る。以下同じ。)に改造しなければならない。 

2 建築基準法第３１条第１項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者につ

いては、前項の規定は、適用しない。 

3 公共下水道管理者は、第１項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ

取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却さ

れ、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事

情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると

認められる場合は、この限りでない。 

4 第１項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とす

る。 

5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあ

つせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介そ

の他の援助に努めるものとする。 

6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせ

んに努めるものとする。 

 

 (除害施設の設置等) 

第１２条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又

は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共

下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するた

めに必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨

を定めることができる。 

2 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最小限度の

ものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなけ

ればならない。 

 

 (特定事業場からの下水の排除の制限) 

第１２条の２ 特定施設(政令で定めるものを除く。第１２条の１２、第１８条の２及び第３９条

の２を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を

排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水

道に接続しているものに限る。以下この条、次条、第１２条の５、第１２条の９、第１２条の

１１第１項及び第３７条の２において同じ。)を使用する者は、政令で定める場合を除き、その

水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはな
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らない。 

2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係

る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政

令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水

道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」

という。)の水質を第８条(第２５条の３０において準用する場合を含む。第４項(第１２条の１

１第２項において準用する場合を含む。)及び第１３条第１項において同じ。)の技術上の基準

に適合させるため必要な限度において定めるものとする。 

3 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、

条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。 

4 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を第８条の技術上

の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不

当な義務を課することとならないものでなければならない。 

5 第３項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業

場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該

公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。 

6 第１項及び前項の規定は、１の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設

置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排

除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から６月間(当該施設が政令で定める施

設である場合にあつては、１年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既

に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の

条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第１項及び前項

に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないとき

を除く。)は、この限りでない。 

 

 (特定施設の設置等の届出) 

第１２条の３ 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工

場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次

の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 工場又は事業場の名称及び所在地 

三 特定施設の種類 

四 特定施設の構造 
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五 特定施設の使用の方法 

六 特定施設から排出される汚水の処理の方法 

七 公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項 

2 １の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含

む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するもの

は、当該施設が特定施設となつた日から３０日以内に、国土交通省令で定めるところにより、

前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

3 特定施設の設置者は、前２項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置し

ている工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、

その日から３０日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第１項各号に掲げる事項を公

共下水道管理者に届け出なければならない。 

 

 (特定施設の構造等の変更の届出) 

第１２条の４ 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第１項第４号から第７号

までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を

公共下水道管理者に届け出なければならない。 

 

 (計画変更命令) 

第１２条の５ 公共下水道管理者は、第１２条の３第１項又は前条の規定による届出があつた場

合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口

において第１２条の２第１項の政令で定める基準又は同条第３項の規定による条例で定める基

準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から６０日以内に限り、その届出をし

た者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出さ

れる汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)

又は第１２条の３第１項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずる

ことができる。 

 

 (実施の制限) 

第１２条の６ 第１２条の３第１項又は第１２条の４の規定による届出をした者は、その届出が

受理された日から６０日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特

定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更し

てはならない。 

2 公共下水道管理者は、第１２条の３第１項又は第１２条の４の規定による届出に係る事項の内
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容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。 

 

 (氏名の変更等の届出) 

第１２条の７ 第１２条の３の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第１項第１号若

しくは第２号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その

日から３０日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

 

 (承継) 

第１２条の８ 第１２条の３の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、

又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。 

2 第１２条の３の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施

設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併によ

り設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を

承継する。 

3 前２項の規定により第１２条の３の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継

があつた日から３０日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。 

 

 (事故時の措置) 

第１２条の９ 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水

が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める

場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、

速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならな

い。 

2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の

措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ず

ることができる。 

 

 (除害施設の設置等) 

第１２条の１１ 公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水(第１２条の２第１項又は第５項

の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水

道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を

定めることができる。 
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一 その水質が第１２条の２第２項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない

下水 

二 その水質(第１２条の２第２項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基

準に従い条例で定める基準に適合しない下水 

2 第１２条の２第４項の規定は、前項の条例について準用する。 

 

 (水質の測定義務等) 

第１２条の１２ 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で

定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通

省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなら

ない。 

  

(排水設備等の検査) 

第１３条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は

公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を第８条の技術上の基準に適

合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立

ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人

の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なけ

ればならない。 

2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつ

たときは、これを提示しなければならない。 

3 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 

 (損傷負担金) 

第１８条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水

道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為を

した者にその全部又は１部を負担させることができる。 

 

(使用料) 

第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用

料を徴収することができる。 

2 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。 

一 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。 
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二 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。 

三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 

四 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 

3 公害防止事業費事業者負担法(昭和４５年法律第１３３号)の規定に基づき事業者がその設置

の費用の１部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用

料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案し

て定めなければならない。 

 

 (行為の制限等) 

第２４条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定め

るところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更

(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 

一 公共下水道の排水施設の開渠
きよ

である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横

断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第１０条第１項の規定に

より排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。 

二 公共下水道の排水施設の開渠
きよ

である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設

けること。 

三 公共下水道の排水施設の暗渠
きよ

である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第１０

条第１項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。 

2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要や

むを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これ

を許可しなければならない。 

3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠
きよ

である構造の部分には、次に掲げる場合を

除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 

一 排水施設を固着して設けるとき。 

二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠
きよ

を設けるとき。 

三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政

令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設け

るとき。 

イ 同意水防計画で定める水防管理者(水防法第２条第３項に規定する水防管理者をいう。)

又は量水標管理者(同法第１０条第３項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水

標等(同法第２条第７項に規定する量水標等をいう。) 

ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和５９年法律第８６号)第１２０条第１項に規定
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する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線 

ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和４７年法律第８８号)第２条第３項に規定する熱

供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換

器 

 

 (排水設備の技術上の基準に関する特例) 

第２５条の２ 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域(排水区域のうち、都市機能が相当程度集

積し、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域(第４条第１項の事業計画に計画降雨が定め

られている場合にあつては、都市機能が相当程度集積し、当該計画降雨を超える規模の降雨が

生じた場合には、著しい浸水被害が発生するおそれがある区域)であつて、当該区域における土

地利用の状況からみて、公共下水道の整備のみによつては浸水被害(同項の事業計画に計画降雨

が定められている場合にあつては、当該計画降雨を超える規模の降雨が生じた場合に想定され

る浸水被害。以下この節において同じ。)の防止を図ることが困難であると認められるものとし

て公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める区域をいう。以下同じ。)において浸水

被害の防止を図るためには、排水設備(雨水を排除するためのものに限る。)が、第１０条第３

項の政令で定める技術上の基準を満たすのみでは十分でなく、雨水を一時的に貯留し、又は地

下に浸透させる機能を備えることが必要であると認められるときは、政令で定める基準に従い、

条例で、同項の技術上の基準に代えて排水設備に適用すべき排水及び雨水の一時的な貯留又は

地下への浸透に関する技術上の基準を定めることができる。 

 

 (管理協定の締結等) 

第２５条の３ 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸

水被害対策区域内に存する雨水貯留施設(浸水被害の防止を図るために有用なものとして政令

で定める規模以上のものに限る。以下同じ。)を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水

貯留施設所有者等(当該雨水貯留施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土

地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設

定されたことが明らかなものを除く。次条第１項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)

との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。 

2 前項の規定による管理協定については、雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければならな

い。 

第２５条の４ 公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸

水被害対策区域内において建設が予定されており、又は建設中である雨水貯留施設を自ら管理

する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等となろうとする者(当該雨水貯留施設若
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しくはその属する施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権

利を有する者を含む。以下「予定雨水貯留施設所有者等」という。)との間において、管理協定

を締結して建設後の当該雨水貯留施設の管理を行うことができる。 

2 前項の規定による管理協定については、予定雨水貯留施設所有者等の全員の合意がなければな

らない。 

 

 (管理協定の内容) 

第２５条の５ 第２５条の３第１項又は前条第１項の規定による管理協定(以下単に「管理協定」

という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 管理協定の目的となる雨水貯留施設(以下「協定雨水貯留施設」という。) 

二 協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項 

三 管理協定の有効期間 

四 管理協定に違反した場合の措置 

2 管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。 

一 協定施設(協定雨水貯留施設又はその属する施設をいう。以下同じ。)の利用を不当に制限

するものでないこと。 

二 前項第２号から第４号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するも

のであること。 

 

 (管理協定の縦覧等) 

第２５条の６ 公共下水道管理者は、管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定め

るところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から２週間利害関係人の縦覧

に供さなければならない。 

2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該

管理協定について、公共下水道管理者に意見書を提出することができる。 

 

 (管理協定の公示等) 

第２５条の７ 公共下水道管理者は、管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を公示し、かつ、当該管理協定の写しを当該公共下水道管理者である地方公共

団体の事務所において一般の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域

内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示

しなければならない。 
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 (管理協定の変更) 

第２５条の８ 第２５条の３第２項、第２５条の４第２項、第２５条の５第２項及び前２条の規

定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第２５条の

４第２項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留

施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。 

 

 (管理協定の効力) 

第２５条の９ 第２５条の７(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管

理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯

留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

 

 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定) 

第２５条の１０ 浸水被害対策区域(特定都市河川浸水被害対策法(平成１５年法律第７７号)第

２条第２項に規定する特定都市河川流域の区域を除く。)において、雨水貯留浸透施設(雨水を

一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であつて、浸水被害の防止を目的と

するものをいう。以下同じ。)の設置及び管理をしようとする者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関する計画(以下「雨水貯留浸透施設整備計

画」という。)を作成し、公共下水道管理者の認定を申請することができる。 

2 雨水貯留浸透施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 雨水貯留浸透施設の位置 

二 雨水貯留浸透施設の規模 

三 雨水貯留浸透施設の構造及び設備 

四 雨水貯留浸透施設の設置に係る資金計画 

五 雨水貯留浸透施設の管理の方法及び期間 

六 その他国土交通省令で定める事項 

3 雨水貯留浸透施設整備計画には、前項各号に掲げる事項のほか、雨水貯留浸透施設から公共下

水道に雨水を排除するために必要な排水施設その他の公共下水道の施設に関する工事に関する

事項を記載することができる。 

 

 (認定の基準) 

第２５条の１１ 公共下水道管理者は、前条第１項の認定の申請があつた場合において、当該申

請に係る雨水貯留浸透施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定を
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することができる。 

一 雨水貯留浸透施設の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。 

二 雨水貯留浸透施設の構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

三 資金計画が当該雨水貯留浸透施設の設置を確実に遂行するため適切なものであること。 

四 雨水貯留浸透施設の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

五 雨水貯留浸透施設の管理の期間が国土交通省令で定める期間以上であること。 

 

 (認定の通知) 

第２５条の１２ 公共下水道管理者は、第２５条の１０第１項の認定をしたときは、速やかに、

その旨を当該認定を受けた者に通知しなければならない。 

 

 (雨水貯留浸透施設整備計画の変更) 

第２５条の１３ 第２５条の１０第１項の認定を受けた者は、当該認定を受けた雨水貯留浸透施

設整備計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下

水道管理者の認定を受けなければならない。 

2 前２条の規定は、前項の場合について準用する。 

 

 (認定事業者に対する助言及び指導) 

第２５条の１４ 公共下水道管理者は、第２５条の１０第１項の認定(前条第１項の変更の認定を

含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計

画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認

定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよ

う努めるものとする。 

 

 (補助) 

第２５条の１５ 国又は公共下水道管理者である地方公共団体は、認定事業者に対し、予算の範

囲内で、政令で定めるところにより、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の

１部を補助することができる。 

 

 (公共下水道管理者の承認の特例) 

第２５条の１６ 雨水貯留浸透施設整備計画(第２５条の１０第３項に規定する事項が記載され

たものに限る。)に記載された同項に規定する工事については、当該雨水貯留浸透施設整備計画

について計画の認定を受けたときに、第１６条の規定による承認があつたものとみなす。 
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 (日本下水道事業団法の特例) 

第２５条の１７ 日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和４７年法律第４１号)第２６条

第１項に規定する業務のほか、認定事業者の委託に基づき、認定計画に係る雨水貯留浸透施設

の設置、設計及び工事の監督管理の業務を行うことができる。 

 

 (報告の徴収) 

第２５条の１８ 公共下水道管理者は、認定事業者に対し、認定計画に係る雨水貯留浸透施設の

設置及び管理の状況について報告を求めることができる。 

 

 (地位の承継) 

第２５条の１９ 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る雨水貯留浸透施設

の敷地である土地の所有権その他当該雨水貯留浸透施設の設置及び管理に必要な権原を取得し

た者は、公共下水道管理者の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく

地位を承継することができる。 

 

 (改善命令) 

第２５条の２０ 公共下水道管理者は、認定事業者が認定計画に従つて認定計画に係る雨水貯留

浸透施設の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限

を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 

 (計画の認定の取消し) 

第２５条の２１ 公共下水道管理者は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、

計画の認定を取り消すことができる。 

2 第２５条の１２の規定は、公共下水道管理者が前項の規定による取消しをした場合について準

用する。 

  

 (罰則) 

第４４条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下

水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、５年以下の懲役

又は１００万円以下の罰金に処する。 

2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害し

た者は、２年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 
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第４５条 第１２条の５(第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)若しくは第３７

条の２の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第３８条第１項若

しくは第２項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の

命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。 

第４６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、６月以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

一 第１２条の２第１項又は第５項(第２５条の３０第１項においてこれらの規定を準用する

場合を含む。)の規定に違反したとき。 

二 第１２条の９第２項(第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)の規定による

命令に違反したとき。 

2 過失により前項第１号の罪を犯した者は、３月以下の禁錮又は２０万円以下の罰金に処する。 

第４７条 第３２条第７項の規定に違反して土地の立入り又は１時使用を拒み、又は妨げた場合

には、当該違反行為をした者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

第４７条の２ 第１２条の３第１項又は第１２条の４(第２５条の３０第１項においてこれらの

規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該

違反行為をした者は、３月以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。 

第４８条 第１１条の３第３項又は第４項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為

をした者は、３０万円以下の罰金に処する。 

第４９条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、２０万円以下の

罰金に処する。 

一 第１１条の２又は第１２条の３第２項若しくは第３項(第２５条の３０第１項においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

二 第１２条の６第１項(第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)の規定に違反

したとき。 

三 第１２条の１２(第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)の規定による記録

をせず、又は虚偽の記録をしたとき。 

四 第１３条第１項(第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)の規定による検査

を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

五 第２５条の１８又は第３９条の２の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

第５０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して第４５条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 



第４編  関係法令（抄録） 

99 

第５１条 第１２条の７又は第１２条の８第３項(第２５条の３０第１項においてこれらの規定

を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、１０万円以下の

過料に処する。 
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下 水 道 法 施 行 令 

 

(排水設備の設置を要しない場合) 

第７条 法第１０条第１項ただし書に規定する政令で定める場合は、鉱山保安法(昭和２４年法律

第７０号)第８条第１号の規定により坑水及び廃水の処理に伴う鉱害の防止のため必要な措置

を講じなければならない場合とする。 

  

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準) 

第８条 法第１０条第３項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

１ 排水設備は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定めるところにより、公共下

水道のますその他の排水施設又は他の排水設備に接続させること。 

２ 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。 

３ 排水設備は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最

少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、

多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

４ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離し

て排除する構造とすること。 

５ 管渠
きよ

の勾
こう

配は、やむを得ない場合を除き、１００分の１以上とすること。 

６ 排水管の内径及び排水渠
きよ

の断面積は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定め

るところにより、その排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 

７ 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。以下

この条において同じ。)を排除すべき排水渠
きよ

は、暗渠
きよ

とすること。ただし、製造業又はガス供

給業の用に供する建築物内においては、この限りでない。 

８ 暗渠
きよ

である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。 

イ もつぱら雨水を排除すべき管渠
きよ

の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向又は勾
こう

配が著しく変化する箇所。ただし、管渠
きよ

の清掃に支障がないと

きは、この限りでない。 

ハ 管渠
きよ

の長さがその内径又は内のり幅の１２０倍をこえない範囲内において管渠
きよ

の清掃上

適当な箇所 

９ ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉す

ることができるふた)を設けること。 

１０ ますの底には、もつぱら雨水を排除すべきますにあつては深さが１５センチメートル以

上のどろためを、その他のますにあつてはその接続する管渠
きよ

の内径又は内のり幅に応じ相当
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の幅のインバートを設けること。 

１１ 汚水を一時的に貯留する排水設備には、臭気の発散により生活環境の保全上支障が生じ

ないようにするための措置が講ぜられていること。 

 

 (使用開始等の届出を要する下水の量又は水質) 

第８条の２ 法第１１条の２第１項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。)に規定する政令で定める量は、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水

流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者が最も多量の汚水を排除

する１日における当該汚水の量５０立方メートル以上とし、法第１１条の２第１項に規定する

政令で定める水質は、次条第１項第４号に該当する水質又は第９条の１０若しくは第９条の１

１第１項第３号若しくは第６号若しくは第２項第１号、第２号(ただし書を除く。以下この項に

おいて同じ。)若しくは第３号から第５号までに定める基準(法第１２条の１１第１項第２号(法

第２１５条の３０第１項において準用する場合を含む。次項、第９条の１１第１項並びに第２

５条第１項及び第２項において同じ。)の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理

者が条例で第９条の１１第２項第２号に掲げる基準より厳しい水質の基準を定めている場合に

あつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。 

2 水質汚濁防止法第３条第１項の規定による環境省令により、又は同条第３項の規定による条例

その他の条例により定められた窒素含有量又は燐
りん

含有量についての排水基準がその放流水につ

いて適用される公共下水道又は流域下水道に下水を排除して当該公共下水道又は当該流域下水

道を使用しようとする場合については、法第１１条の２第１項に規定する政令で定める水質は、

前項の規定による水質のほか、第９条の１１第２項第６号又は第７号に掲げる項目に関して同

項第６号(ただし書を除く。)又は第７号(ただし書を除く。)に定める基準(法第１２条の１１第１

項第２号の規定により当該公共下水道又は当該流域下水道の管理者が条例でこれらの基準より

厳しい水質の基準を定めている場合にあつては、当該厳しい基準)に適合しない水質とする。 

 

 (除害施設の設置等に関する条例の基準) 

第９条 法第１２条第１項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)の規定による

条例は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める範囲内の水質の下水につい

て定めるものとする。 

１ 温度 ４５度以上であるもの 

２ 水素イオン濃度 水素指数５以下又は９以上であるもの 

３ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

イ 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラムを超えるもの 
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ロ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき３０ミリグラムを超えるもの 

４ 沃
よう

素消費量 １リットルにつき２２０ミリグラム以上であるもの 

2 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定した場合における

数値とする。 

  

(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準) 

第９条の５ 法第１２条の２第３項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。第９

条の９第２号において同じ。)の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第６号又は第７号に

掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第３条第１項の規定による環境省令(同条第３項の規定

による条例が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量

又は燐
りん

含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道

(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)に

関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより厳しい

ものであつてはならない。 

１ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき３８０ミリグ

ラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による条例により、当該公共下水道

からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあ

つては、当該排水基準に係る数値に３・８を乗じて得た数値とする。 

２ 水素イオン濃度 水素指数５を超え９未満 

３ 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に６００ミリグラム未満 

４ 浮遊物質量 １リットルにつき６００ミリグラム未満 

５ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

イ 鉱油類含有量 １リットルにつき５ミリグラム以下 

ロ 動植物油脂類含有量 １リットルにつき３０ミリグラム以下 

６ 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第

３項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流

水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に２を乗じ

て得た数値とする。 

７ 燐
りん

含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項

の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に

ついて排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に２を乗じて得

た数値とする。 

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に
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係る前項第１号から第４号まで、第６号及び第７号に掲げる項目(同項第６号又は第７号に掲げ

る項目にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、

それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあつては、当

該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び第９条の１１第２項

において同じ。)で処理される汚水の量の４分の１以上であると認められるとき、その処理施設

に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他や

むを得ない理由があるときは、前項の基準より厳しいものとすることができる。この場合にお

いては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定めるものより厳し

いものであつてはならない。 

１ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき１２５ミリグ

ラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による条例により、当該公共下水道

からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあ

つては、当該排水基準に係る数値に１・２５を乗じて得た数値とする。 

２ 水素イオン濃度 水素指数５・７を超え８・７未満 

３ 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に３００ミリグラム未満 

４ 浮遊物質量 １リットルにつき３００ミリグラム未満 

５ 窒素含有量 １リットルにつき１５０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第

３項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流

水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に１・２５

を乗じて得た数値とする。 

６ 燐
りん

含有量 １リットルにつき２０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項

の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に

ついて排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に１・２５を乗

じて得た数値とする。 

3 特定事業場から排除される下水に係る第１項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合

においては、前２項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準より

厳しいものであつてはならない。 

１ 第１項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下

水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除さ

れたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第３条

第３項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあつ

ては、同項第１号、第５号又は第６号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。 

２ 第１項第２号から第５号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公
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共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定によ

る環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第２号

から第４号までに掲げる項目に係る水質にあつては、当該各号に定める基準)より緩やかな排

水基準が適用されるとき。 

4 第１項各号及び第２項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で定める方法により検定

した場合における数値とする。 

 

 (適用除外) 

第９条の６ 法第１２条の２第５項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)に規

定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

１ 特定事業場から排除される前条第１項第１号、第６号又は第７号に掲げる項目に係る下水

に関しては、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を

除く。以下この条において同じ。)からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除された

としても、水質汚濁防止法第３条第１項の規定による環境省令(同条第３項の規定による条例

が定められている場合にあつては、当該条例を含む。)により定められた当該項目についての

排水基準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下

水道にその適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。 

２ 特定事業場から排除される前条第１項第２号から第５号までに掲げる項目に係る下水に関

しては、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとしても、水質

汚濁防止法第３条第１項の規定による環境省令により定められた当該項目についての排水基

準が適用されない場合において、当該特定事業場から当該公共下水道又は当該流域下水道に

その適用されない排水基準についての項目に係る下水を排除するとき。 

３ 水質汚濁防止法特定施設を設置しない特定事業場から公共下水道又は流域下水道に下水を

排除する場合 

４ １の施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工

事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道又は流域

下水道に下水を排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 

イ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた日から６月(次条第１号に掲げる施設であ

る場合にあつては、１年)を経過したとき。 

ロ 当該施設が水質汚濁防止法特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が水質汚濁防止

法特定施設を設置する特定事業場であるとき。 

ハ その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域

に排除される汚水の水質につき法第１２条の２第５項に規定する規制に相当するものがあ
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るとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)。 

 

 (法第１２条の２第６項の政令で定める施設) 

第９条の７ 法第１２条の２第６項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。)に規

定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 

１ 水質汚濁防止法施行令別表第１第６６号の４から第６６号の８まで、第６８号の２及び第

７１号の３に掲げる施設 

２ ダイオキシン類対策法特定施設 

 

 (事故時の措置を要する物質又は油) 

第９条の８ 法第１２条の９第１項(法第２５条の３０第１項において準用する場合を含む。次条

において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第２条各号に掲

げる物質及びダイオキシン類並びに同令第３条の４各号に掲げる油とする。 

  

(事故時の措置の規定が適用されない場合) 

第９条の９ 法第１２条の９第１項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

１ 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第２条第１号から第２５号まで若しくは第２８号に

掲げる物質(同条第１５号に掲げる物質にあつては、シス―１・２―ジクロロエチレンに限る。)

又はダイオキシン類を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道(雨水流域下

水道を除く。以下この条において同じ。)に流入した場合において、当該下水の水質が法第１

２条の２第１項に規定する政令で定める基準に適合するとき。 

２ 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第２条第２６号に掲げる物質又は同令第３条の４各

号に掲げる油を含む下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入した場合に

おいて、当該下水の水質が法第１２条の２第３項の規定に基づく条例で定める基準に適合す

るとき。 

３ 当該公共下水道又は当該流域下水道の施設として水質汚濁防止法施行令第２条第１号から

第２５号まで若しくは第２８号に掲げる物質(同条第１５号に掲げる物質にあつては、シス―

１・２―ジクロロエチレンに限る。)又はダイオキシン類の処理施設が設けられている場合に

おいて、当該公共下水道管理者又は当該流域下水道管理者が、国土交通省令で定めるところ

により、当該処理施設において下水を処理すべき区域として公示した区域内の特定事業場か

ら当該物質に係る下水が排出され、当該公共下水道又は当該流域下水道に流入したとき。 
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 (除害施設の設置等に係る下水の水質の基準) 

第９条の１０ 法第１２条の１１第１項第１号(法第２５条の３０第１項において準用する場合

を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める基準とする。 

１ ダイオキシン類対策特別措置法の規定により、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道

を除く。次号において同じ。)からの放流水について水質排出基準が定められている場合 第

９条の４第１項各号に規定する基準(同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する

基準) 

２ 条例の規定により、公共下水道又は流域下水道からの放流水についてダイオキシン類に係

る排水基準が定められている場合 第９条の４第１項第１号から第３３号までに規定する基

準(同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する基準)及び当該条例に規定する基準 

３ 前２号に掲げる場合以外の場合 第９条の４第１項第１号から第３３号までに規定する基

準(同条第４項に規定する場合においては、同項に規定する基準) 

 

 (除害施設の設置等に関する条例の基準) 

第９条の１１ 法第１２条の１１第１項第２号の規定による条例は、次の各号に掲げる項目(第４

号又は第５号に掲げる項目にあつては、水質汚濁防止法第３条第１項の規定による環境省令に

より、又は同条第３項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又は燐
りん

含有

量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道又は流域下水道(雨水流域

下水道を除く。以下この項及び次項において同じ。)に排除される下水に係るものに限る。)又は

物質に関して水質の基準を定めるものとし、その水質は、それぞれ当該各号に定めるものより

厳しいものであつてはならない。 

１ 第９条第１項第１号に掲げる項目 ４５度未満 

２ 第９条の５第１項第１号から第４号までに掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値 

３ 第９条の５第１項第５号に掲げる項目 同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第３

条第３項の規定による条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの

放流水について同号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあつては、そ

の数値とする。 

４ 窒素含有量 １リットルにつき２４０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第

３項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水

道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数

値に２を乗じて得た数値とする。 

５ 燐
りん

含有量 １リットルにつき３２ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項
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の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道か

らの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に

２を乗じて得た数値とする。 

６ 第９条の４第１項各号に掲げる物質以外の物質又は第９条第１項第１号に掲げる項目及び

第９条の５第１項各号に掲げる項目以外の項目で、条例により当該公共下水道からの放流水

又は当該流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第９条の５第１項第

３号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値 

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道又は流域下水道に排除される下水に

係る前項第１号、第２号、第４号及び第５号に掲げる項目(同項第４号又は第５号に掲げる項目

にあつては、同項に規定する下水に係るものに限る。)に関する水質の基準については、それら

の施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の４分の１以上であ

ると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることがで

きないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項の基準より厳しいもの

とすることができる。この場合においては、その水質は、次の各号に掲げる項目に関し、それ

ぞれ当該各号に定めるものより厳しいものであつてはならない。 

１ 温度 ４０度未満 

２ アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 １リットルにつき１２５ミリグ

ラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による条例により、当該公共下水道

からの放流水又は当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあ

つては、当該排水基準に係る数値に１・２５を乗じて得た数値とする。 

３ 水素イオン濃度 水素指数５・７を超え８・７未満 

４ 生物化学的酸素要求量 １リットルにつき５日間に３００ミリグラム未満 

５ 浮遊物質量 １リットルにつき３００ミリグラム未満 

６ 窒素含有量 １リットルにつき１５０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第

３項の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水

道からの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数

値に１・２５を乗じて得た数値とする。 

７ 燐
りん

含有量 １リットルにつき２０ミリグラム未満。ただし、水質汚濁防止法第３条第３項

の規定による条例その他の条例により、当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道か

らの放流水について排水基準が定められている場合にあつては、当該排水基準に係る数値に

１・２５を乗じて得た数値とする。 

3 第１項第１号、第４号及び第５号並びに前項各号に掲げる数値は、国土交通省令・環境省令で

定める方法により検定した場合における数値とする。 
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 (事業者から徴収する使用料の基準) 

第１１条の２ 法第２０条第３項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 

１ 公害防止事業費事業者負担法(昭和４５年法律第１３３号)の規定に基づき設置の費用の一

部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第２０条第２

項第２号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から

公害防止事業費事業者負担法第４条第１項又は第３項の規定による負担総額を控除した額と

すること。 

２ 前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第２

０条第２項第２号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用

の額とすること。 

 

(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為) 

第１６条 法第２４条第１項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設

ける行為で、次条第１号ニ本文及びホ、第２号イ及びホ並びに第３号イ及びニの規定に適合す

るものとする。 

１ 内径が２８ミリメートル以下の水道の給水管又はガスの導管 

２ １００ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線 

３ 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの 

 

(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準) 

第１７条 法第２４条第２項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 

１ 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。 

イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除する

ものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨

水を排除すべき排水施設に設けること。 

ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道のます又はマンホ

ール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のでき

るだけ底に近い箇所に設けること。 

ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠
きよ

の開

渠
きよ

である構造の部分(以下この条において「開渠
きよ

部分」という。)、ます又はマンホールの壁

(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。 

ニ 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」

という。)以外のものは、公共下水道の開渠
きよ

部分の壁の上端より上に(当該部分を縦断すると
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きは、その上端から２・５メートル以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。た

だし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける

場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。 

ホ 公共下水道の開渠
きよ

部分の壁の上端から２・５メートル未満の高さに設けるものは、当該

部分の清掃に支障がない程度に他の物件と離れていること。 

２ 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。 

イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他

の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。 

ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離

して排除する構造とすること。 

ハ 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠
きよ

部分に突出し、又はこれを横断し、

若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、か

つ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 

ニ 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)

を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠
きよ

とすること。ただし、鉱業の用に供

する建築物内においては、この限りでない。 

ホ 流入施設、建築基準法第４２条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭

和２６年法律第１８５号)第２条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する通路以

外のもので、公共下水道の開渠
きよ

部分の壁の上端から２・５メートル未満の高さで当該部分

に突出し、又はこれを横断するものの幅は、１・５メートルを超えないこと。 

３ 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 

イ 公共下水道の管渠
きよ

を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれが

ない時期及び方法を選ぶこと。 

ロ 流入施設は、公共下水道の開渠
きよ

部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設け

るとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。 

ハ 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠
きよ

部分の壁に設けるときは、その設けた

箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。 

ニ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支

障を及ぼすおそれがないこと。 

４ 流入施設から公共下水道に排除される下水の量は、その公共下水道の計画下水量の下水の

排除に支障を及ぼさないものであること。 

５ 下水以外の物を公共下水道に入れるために設ける施設でないこと。 

６ 法第１２条第１項又は法第１２条の１１第１項の規定による条例の規定により除害施設を
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設けなければならないときは、当該施設を設けること。 

 

 (公共下水道の暗渠
きよ

に設けることのできる物件) 

第１７条の２ 法第２４条第３項第３号に規定する公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそ

れのないものとして政令で定めるものは、次に掲げる工作物であつて、公共下水道管理者が下

水の排除に著しい支障を及ぼすおそれのない構造であると認めたものとする。 

１ 量水標等を支持し、又は保護するための工作物 

２ 電線を支持し、保護し、又は相互に接続するための工作物 

３ 下水を熱源とする熱(以下「下水熱」という。)を利用するための熱交換器による下水熱の効

率的な利用のために必要な温度計その他の測定器並びに当該熱交換器及び当該測定器を支持

し、又は保護するための工作物 

 

 (公共下水道の暗渠
きよ

に電線等を設けることができる者) 

第１７条の３ 法第２４条第３項第３号ロに規定する政令で定める者は、放送法(昭和２５年法律

第１３２号)第１２９条第１項に規定する登録一般放送事業者(その設置する有線電気通信設備

を用いて同法第２条第３号に規定する一般放送の業務を行う者に限る。)とする。 

2 法第２４条第３項第３号ハに規定する政令で定める者は、公共下水道管理者が次に掲げる要件

に該当すると認めた者とする。 

１ 下水熱の利用に関する適正かつ確実な計画を有する者であること。 

２ 下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。 

 

 (排水設備の技術上の基準に関する条例の基準) 

第１７条の４ 法第２５条の２に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 

１ 条例の技術上の基準は、第８条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであ

ること。 

２ 条例の技術上の基準は、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させるために必要な排水

設備の設置及び構造の基準を定めるものとして次に掲げる要件に適合するものであること。 

イ 排水設備の設置及び構造に関する事項として国土交通省令に定めるものが規定されてい

るものであること。 

ロ 浸水被害の防止を図るために必要な最小限度のものであり、かつ、排水設備を設置する

者に不当な義務を課することとならないものであること。 

ハ 排水設備を設置する土地の形質、排水設備を設置する者の負担その他の事項を勘案して

必要があると認める場合にあつては、浸水被害対策区域を２以上の地区に分割し、又は排
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水設備を設置する土地の用途その他の事項に区分し、それぞれの地区又は事項に適用する

基準を定めるものであること。 

 

 (管理協定の対象となる雨水貯留施設の規模) 

第１７条の５ 法第２５条の３第１項に規定する政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が１

００立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的

条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に

必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、条例で、区域

を限り、雨水を貯留する容量を１００立方メートル未満で、別に定めることができる。 

 

 (雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の補助) 

第１７条の６ 法第２５条の１５の規定による国の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画

に係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に２分の１を乗じて得た額とする。 

2 法第２５条の１５の規定による地方公共団体の認定事業者に対する補助金の額は、認定計画に

係る雨水貯留浸透施設の設置に要する費用に、前項に規定する国の補助金の額、その地方の浸

水被害の発生の状況その他の事情を勘案して地方公共団体の定める割合を乗じて得た額とする。 
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建 築 基 準 法 

 

(敷地の衛生及び安全) 

第１９条 建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、

これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合

又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。 

2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に

建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講

じなければならない。 

3 建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はた

めますその他これらに類する施設をしなければならない。 

4 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全

上適当な措置を講じなければならない。 

 

 (便所) 

第３１条 下水道法(昭和３３年法律第７９号)第２条第８号に規定する処理区域内においては、便

所は、水洗便所(汚水管が下水道法第２条第３号に規定する公共下水道に連結されたものに限

る。)以外の便所としてはならない。 

2 便所から排出する汚物を下水道法第２条第６号に規定する終末処理場を有する公共下水道以

外に放流しようとする場合においては、屎
し

尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生

上支障がないように処理するために屎
し

尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で

定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土

交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。 
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建 築 基 準 法 施 行 令 

 

(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造) 

第１２９条の２の４ 建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定め

るところによらなければならない。 

１ コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐

食防止のための措置を講ずること。 

２ 構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生

じないようにすること。 

３ 第１２９条の３第１項第１号又は第３号に掲げる昇降機の昇降路内に設けないこと。ただ

し、地震時においても昇降機の籠(人又は物を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の昇降、

籠及び出入口の戸の開閉その他の昇降機の機能並びに配管設備の機能に支障が生じないもの

として、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの及び国土交通大臣の認定を受けたもの

は、この限りでない。 

４ 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。 

５ 水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない構造とすること。 

（第６号～第８号及び第２項 省略） 

3 建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第１項の規定によるほか、次に定め

るところによらなければならない。 

１ 排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質を有すること。 

２ 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。 

３ 配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結するこ

と。 

４ 汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。 

５ 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定め 

た構造方法を用いるものであること。 
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